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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本農林ヘリコプター株式会社所属ベル式４７Ｇ４Ａ型ＪＡ７６５０は，昭和５４年８ 

月４日０７時２５分ごろ，機長１名がとう乗して，茨城県行方郡玉造町大字羽生の水田 

に農薬散布中，配電線に接触して，墜落し大破した。

本事故により火災が発生し，機長は軽傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５４年８月４日～５日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５４年１１月１２日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７６５０は，昭和５４年８月４日０５時１７分ごろ，地元関係者が同乗して，茨城 

県行方郡玉造町大字羽生の場外離着陸場（以下「臨時ヘリポート」という。）を離陸し， 

１８分間薬剤散布地域の確認調査飛行を行った後，同乗者を降ろし，直ちに薬剤散布を 

開始した。

１１回目の散布作業において，同機は，薬剤（スミチオン水溶液）２４０リットルを 

とう載して，０７時１８分ごろ臨時ヘリポートを離陸し，前回の散布地の残りの散布を 

行った後，ヘリポートの東南約１．３キロメートルに位置する鳥崎地区に向った。

同機は，０７時２５分ごろ，散布経路上を対地高度約１２メートル，速度約４０マイ 

ル／時で西から東へ薬剤散布中，機長は，数メートル前方にほぼ水平に張られている配 

電線（高さ約１２メートル）を視認したため，急激な回避操作を行ったが，配電線を回 

避しきれず，機首前方下部が配電線に接触した。

同機は，配電線２本を切断して約２０メートル直進したが，過大な機首上げ姿勢とな 

ったまま一旦停止状態となり，その後，同機は，機首上げ姿勢のまま進行方向右側約１０ 

メートルの上り勾配約３５度の雑木林の斜面に墜落し，同機のテールロータブレード及 

びメインロータブレードが立ち木に接触して，同斜面と水田の境界に停止した。

（付図「事故現場見取図」参照）

２．２　人の死亡，行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　―　０

重傷　０　―　０

軽傷　１　―　０

なし　０　―

機長は，両足，腹部及び胸部打撲の軽傷を負った。



２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

配電線（外径約９．６ミリメートルの屋外用鋼心アルミ導体ビニル電線ＡＣＳＲ‐ＯＷ）

２本を切断した。

立ち木４本を切断した。

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和３１年４月１０日生

事業用操縦士技能証明書　第６６８１号

限定事項　回転翼ベル４７型

昭和５２年５月２７日　取得

第１種航空身体検査証明書　第１１６５１５１０号

有効期限　昭和５５年２月２６日

総飛行時間　８０２時間１０分

同型式機による飛行時間　８０２時間１０分

最近３０日間の飛行時間　６５時間２３分

２．６　航空機に関する情報

型式　ベル式４７Ｇ４Ａ型

製造番号　第７７４９号

製造年月日　昭和４６年３月１６日

耐空証明書番号　第東５４‐１９４号

有効期限　昭和５５年７月１日

総飛行時間　６１時間１８分

（注）同機は，昭和４６年３月２３日米国において事故発生，昭和５４年５月１８日 

米国において修復，昭和５４年５月２９日総飛行時間２３時間００分で輸入され 

た。



２．７　気象に関する情報

事故当時の気象は，機長の口述によれば，次のとおりであった。

天気は曇り，視程約４キロメートル，風向北，風速１～２メートル／秒。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

キャビン　風防破損，防火壁座屈，キャビンフロア変形

センタフレーム　変形

テールブーム　破断分離

テールロータ　切損

メインロータマスト　前方へ屈曲

メインロータ　スタビライザバーは片側が破断分離，ブレードは２本とも損傷して

下方へ湾曲

エンジン　一部焼損

左燃料タンク　焼損

２．９　火災及び消防に関する情報

同機が墜落した際，左燃料タンクの配管が破損し，燃料が流出し，火災が発生した。

直ちに付近住民約１５名が，可搬式ポンプ（水）で消火活動を行い，火災発生後数分 

で消火した。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　事故機の調査結果及び機長の口述から，事故発生まで同機には不具合はなかっ 

たものと推定される。

３．１．２　事故当日の散布地域についての作業打合せは前日に行われたが，当該配電線 

については，機長は説明を受けていなかった。

事故当日の確認調査飛行においても.機長は，当該事故現場上空を高度約２００フィ 

ートで飛行したが，当該配電線を確認できなかったものと推定される。なお，同乗者か 

ら当該配電線の存在を知らされておらず，また，危険標識旗も水田に立てられていなか



った。

３．１．３　事故当時，同機の進行方向からは，配電線は青色で背景の森にとけ込み，視認 

が極めて困難な状況にあったものと推定され，また，あらかじめ配電線の存在を確認し 

ていなかったので，機長の配電線の視認が遅れ，回避するいとまがなく接触したものと 

推定される。

３．１．４　同機は，急激な機首上げ姿勢によって配電線を飛び越え回避しようとしたが間 

に合わず，同機の機首前方下部が配電線に接触し，同部位を損傷し約２０メートル直進 

後，過大な機首上げ姿勢となって空中で停止状態となった。その間に同配電線２本は切 

断された。

その後，同機は，機首上げ姿勢のまま高度を喪失しながら後退し，墜落したものと推 

定される。

４　結論

(1)　機長は，適法な資格を有し，所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ７６５０は，有効な耐空証明を有し，事故発生時まで不具合はなかったものと推 

定される。

(3)　機長は，散布地域についての作業打合せ及び確認調査飛行においても，地元関係者 

から同配電線の存在を知らされていなかった。また，機長も確認調査飛行において同 

配電線の存在を確認しなかったものと推定される。

(4)　当時，配電線の視認は極めて困難な状況にあり，かつあらかじめ配電線の存在を 

確認していなかったので視認が遅れ，回避するいとまがなく接触したものと推定され 

る。

(5)　同機は，配電線接触後，過大な機首上げ姿勢となって停止状態となり，機首上げ姿 

勢のまま高度を喪失しながら後退し，墜落したものと推定される。

原因

本事故は，機長が，配電線の視認が遅れ，回避操作を行ったが回避しきれず，これに 

接触し，機首上げ姿勢のまま墜落したことによるものと推定される。
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